別記第２　対象児童
対象児童（本手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。）は、次の（1）又は（2）に該当する者とする。
（１）令和7年9月分（令和7年9月に出生した児童の場合は10月分）の児童手当に係る児童
[bookmark: _GoBack]（２）基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

